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平成 26年度行政監査 措置状況報告書 

指摘事項措置状況（区長部局） 

１  国保年金課、介護保険課、会計管理者 

指摘事項 

監査の結果、次のとおり不適切な事務処理が見受けられたので指摘する。 

所管調査によると、２５年度決算において、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の

歳入の還付未済額が生じており、それぞれ９，０５７，８００円及び７，０７５，２９

６円とされている。各収入通知者（課長）は、会計事務規則第４５条の２の規定に基づ

き、これらの還付未済額については、還付未済額通知書により会計管理者に通知すべき

ものであった。また、同規則第１１９条第５号の規定に基づき、歳入歳出決算事項別明

細書の当該科目（目別）の備考欄にその旨及び当該金額が記載されるべきであった。ま

た、それぞれの調定額に還付未済額相当分の金額を含んだまま記載していた。正しい調

定額は、記載額から還付未済額相当分を除いた、後期高齢者医療保険料調定額３，２３

３，４７３，３８４円、介護保険料調定額３，７２９，４５８，７３４円と記載すべき

であった。 （国保年金課、介護保険課、会計管理者） 

所 属 名 措 置 状 況 

国保年金課 

 後期高齢者医療保険料については、制度が開始された当初

から、財務システムへの還付未済額の計上を行っていなかっ

た。保険料の主たる徴収方法は特別徴収であることから、制

度開始当初は還付未済額の発生はほぼないものと想定してい

たが、実際は資格喪失や所得変更による還付に伴う未済額が

発生していた。 

 ついては、会計課と協議し、平成２６年度の決算書から、区

民税及び国民健康保険料と同様に、還付未済額通知を行い、決算

書にその金額を表記することとした。 

介護保険課 

介護保険料は、制度が開始された当初から、財務システム

への還付未済額の計上を行っていなかった。保険料のほとん

どが特別徴収であることから、制度開始当初に還付未済額の

発生はほとんどないものと想定していたが、実際は資格喪失

や所得変動による個人への還付に伴う未済額が発生してい

た。 

決算書の事項別明細書等の備考欄への記載は会計事務規則
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第１１９条第５号に定めはあるが、同規則第４５条の２によ

れば、歳入還付未済額があるときは、会計管理者に還付未済

額通知をしなければならない旨が規定されている。 

以上の状況を踏まえ、会計課と協議し、次年度の決算書か

ら、区民税及び国民健康保険料と同様に、財務処理による歳

入還付未済額を報告し、その数値を表記するように改めるこ

ととする。 

会計課 

調査したところ、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に

ついては、制度開始の当初から、還付未済額が報告されなか

ったため、歳入歳出決算事項別明細書に計上していなかった。

両制度とも、保険料の主たる徴収方法が特別徴収であること

から、還付未済額の発生はないと制度開始時に想定されてい

たと推測されるが、実際には、所得変動や住所変更による被

保険者への還付に伴う未済額が発生していた。 

このため、国保年金課、介護保険課と協議し、平成２６年

度決算からは、区民税及び国民健康保険料と同様に、歳入還

付未済額の報告を受け、その額を記載することとした。 

 


